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会社に質問状を提出 
昨日１８時から団交が開かれ、会社に『「アサデス。九州・山口」一括受注に

関する質問状』を提出しました（質問状は裏面）。すでにご存知の方も多いか

と思いますが、『「アサデス。九州・山口」をＫＢＣ映像に丸投げする』とい

う話がでました。この件を年末要求提出の団交で質問したところ「１２月３

日の放送から受けることは決定した。詳細についてはまだ協議中。」という主

旨の発言があり、ＫＢＣ労組の団交でも同様の発言がありました。 
この事を受け、ＫＢＣ映像労組とＫＢＣ労組では合同執行委員会を開き、お

互いの会社に質問状を提出することになりました。 
昨年度まで「アサデス。」に関わっているＫＢＣ映像のスタッフは偽装請負

の疑いが極めて強い状態で働いていました。この状態はＫＢＣ労組の運動で

改善され、今年度から派遣に切り替わったという経緯があります。しかし、

ここでまた業務委託に切り替わると、再び偽装請負の疑いが強い状態になっ

てしまう可能性が極めて高いと考えます。さらに、現在「アサデス。九州・

山口」にはＫＢＣ映像のスタッフ以外にもフリーのディレクターなど数多く

の労働者が関わっていて、この人達の雇用や労働条件も重要な問題です。 
合同執行委員会で出されたこのような疑問や問題点を集約したものが、今回

の質問状となっています。 
 

１１月７日団交議事録より一部抜粋 
（組合）今回の業務請負は、ＫＢＣの会社から提案があって、ＫＢＣ映像の役員会などで

受けることになったということでよろしいのでしょうか。 
（会社）大筋ではその通りです。 
（組合）今日の段階で、正式に発表できることはありますか。 
（会社）いえ、何もありません。 
（組合）前回の団交で「受けることは決定したが、詳細はまだこれから。」ということでし

たが、それから正式にはなにも進展がないのですか。 
（会社）そういうことです。 
（組合）内容に違いはありますが、KBC労組も今日会社に質問状を提出しています。KBC

労組も１４日を回答指定日にしています。同じく１４日に回答をいただきたい。 
（会社）その件だが、他の要求もある。精一杯の努力はするが、１４日には間に合わない

かもしれない。 
（組合）そのような場合は連絡を下さい。こちらとしては１４日に回答をいただきたい。 

『アサデス。九州・山口』一括受注に 

関する質問状を会社に提出しました。 



 
 
この日の団交は質問状の提出ということもあり、上記のように質問を組合か

らいくつか行っただけの短時間で終了しました。 
きちんとした回答を出させることも重要ですが、実際に１２月の放送からと

いうことを考えると時間も余りありません。１２月からの体制に不安を抱え

ながら働く労働者のためにも、１４日にきちんとした回答を出して貰いたい

と会社には強く要望します。 
  
 

リフレッシュ手当ての一方的な凍結は賃金の未払いである。  
【賃金未払いは違法行為です】 
賃金とは、労働基準法第１１条によって、「賃金とは、賃金、給料、手当て、

賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う

すべてのものをいう」と規定されています。 
また、労働基準法第２４条には、いわゆる賃金支払いの５原則「（１：通貨払

の原則、２：直接払の原則、３：全額払の原則、４：毎月一回以上払の原則、

５：一定期日支払の原則）」が定められていて、会社の都合で一方的に賃金や

手当てをカットしたり、支払いを遅らせることはできません。 
賃金のカットをするためには就業規則に減給の定めが必要です。もちろん、

合理的な理由が必要で、判例では「就業規則を変更する場合は、労働者と十

分に協議し、労働者が蒙る不利益の程度を考慮しても尚合理性のある理由で

あることが必要である」とされています。 
現在、リフレッシュ手当ては、会社による一方的な凍結により支払われて

いませんが、賃金規定の第１７条（リフレッシュ手当て）には、『就業規則第

６５条に基づき、別に定めるリフレッシュ手当てを支給する。』とあり、別紙

には『リフレッシュ手当て １回につき３０，０００円』と明示されていま

す。就業規則に明示されている賃金が、組合との協議もなく、合理的な説明

もなく、一方的に会社が支払わないというのは、賃金の未払いにあたると組

合は考えています。 
賃金の未払いは違法行為です。組合はリフレッシュ手当ての支給を強く要求

していきます。 
 
 

 【 今後のスケジュール 】 

１１月１４日（水）       労連統一 年末要求一次回答指定日 

「アサデス。九州・山口質問状」回答指定日 

１１月１８日（日）       第二回地連委員会   （福岡） 

１１月２２日（木）       長崎ビジョン地労委争議（長崎） 

１１月２８日（水）       労連統一 年末要求二次回答指定日 

１２月 １日（土）～２日（日） 労災職業病九州セミナー（鹿児島） 

１２月 ２日（日）       福岡国際マラソン 
 

 

安定した雇用を勝ち取ることが会社を守ることにつながる 


